
第１０３号議案 

 

 

東京都と神奈川県の境界にわたる町田市と相模原市との境界変更について 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２７年(２０１５年)１１月３０日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 

 



 

 

東京都と神奈川県の境界にわたる町田市と相模原市との境界変更について 

 

 地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第７条第３項の規定により、２０１６年１２

月 1 日から東京都町田市と神奈川県相模原市との境界を別紙境界変更調書のとおり変

更することを総務大臣に申請するものとする。 
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別 

紙 

  
 
 
 
 
 
 
 

境 

界 

変 

更 

調 

書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
土
地
表
示
は
、
平
成
二
七
年
一
〇
月
一
日
現
在
に
よ
る
。
） 

 

一 

神
奈
川
県
相
模
原
市
か
ら
東
京
都
町
田
市
に
編
入
す
る
区
域 

 
 

相
模
原
市
中
央
区
宮
下
本
町
二
丁
目
二
二
七
四
の
二
、
二
二
八
三
の
一
の
一
部
、
二
二
八
三
の
二
の
一
部
、
二
二
八
四
の
一
か
ら
二
二
八
四

の
九
ま
で
、
二
二
八
八
の
二
の
一
部
、
二
二
八
九
の
三
の
一
部
、
二
二
九
〇
の
三
の
一
部
、
二
二
九
一
の
四
の
一
部
、
二
二
九
二
の
二
の
一
部
、

二
二
九
四
の
一
部
、
二
二
九
五
の
七
の
一
部
、
二
二
九
六
の
三
の
一
部
、
二
三
〇
〇
の
二
の
一
部
、
二
三
〇
一
の
二
の
一
部
、
二
三
〇
一
の
三

の
一
部
、
二
三
三
三
か
ら
二
三
三
五
ま
で
の
各
一
部
、
二
三
四
二
の
四
の
一
部
、
二
三
四
三
の
一
部
、
二
三
四
四
の
一
部
、
二
三
五
四
の
一
部
、

宮
下
本
町
三
丁
目
一
八
〇
一
の
一
か
ら
一
八
〇
一
の
八
ま
で
、
一
八
二
六
の
二
の
一
部
、
一
八
二
七
、
一
八
二
八
の
一
か
ら
一
八
二
八
の
五
ま

で
、
一
八
二
九
の
二
の
一
部
、
一
八
三
〇
の
二
の
一
部
、
一
八
四
一
、
一
八
四
二
の
二
の
一
部
、
一
八
五
三
、
緑
区
東
橋
本
三
丁
目
四
九
六
の

一
、
四
九
六
の
二
の
一
部
、
五
一
三
の
一
一
の
一
部
、
五
一
三
の
一
四
の
一
部
、
五
一
三
の
二
四
の
一
部
、
五
一
四
の
一
の
一
部
、
東
橋
本
四

丁
目
一
一
六
二
の
一
部
、
一
一
六
九
の
二
の
一
部
、
一
一
七
〇
の
一
か
ら
一
一
七
〇
の
八
ま
で
、
一
一
七
一
の
三
の
一
部
、
一
一
七
二
の
四
の

一
部
、
一
一
七
三
の
二
、
一
一
七
三
の
三
の
一
部
、
一
二
八
六
の
一
部
、
一
二
八
七
の
一
の
一
部
、
一
二
八
七
の
三
の
一
部
、
一
二
八
七
の
四

の
一
部
、
一
二
九
〇
の
一
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部
並
び
に
中
央
区
宮
下
本
町
二
丁

目
二
二
七
三
、
二
二
七
九
、
二
二
八
〇
の
二
、
二
二
八
一
の
二
、
二
二
九
五
の
四
、
二
二
九
五
の
七
、
二
三
〇
一
の
一
、
二
三
二
三
の
二
、
二

三
二
四
、
二
三
五
五
の
七
、
二
三
五
五
の
八
、
宮
下
本
町
三
丁
目
一
七
七
七
の
三
、
一
七
九
九
の
七
、
一
七
九
九
の
九
、
一
八
〇
〇
の
二
、
一

八
〇
二
の
一
、
一
八
〇
二
の
二
、
一
八
〇
五
、
一
八
〇
六
、
一
八
〇
八
の
一
一
、
一
八
〇
九
の
一
、
一
八
〇
九
の
二
、
一
八
二
五
の
二
、
一
八

四
二
の
一
、
一
八
五
二
、
一
八
五
四
の
四
、
一
八
五
四
の
六
、
一
八
五
四
の
七
、
緑
区
東
橋
本
三
丁
目
四
九
五
の
六
、
四
九
五
の
七
、
一
一
四

二
の
二
、
一
一
四
七
の
一
、
一
一
四
八
の
二
、
一
一
四
九
の
二
、
一
一
五
〇
の
一
、
一
一
五
二
、
一
一
五
五
の
一
六
、
東
橋
本
四
丁
目
一
一
六

一
の
一
八
、
一
一
六
三
の
二
、
一
一
七
四
の
二
、
一
二
八
四
の
七
か
ら
一
二
八
四
の
九
ま
で
、
一
二
八
九
の
一
〇
、
一
二
九
一
の
二
の
地
先
の

道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部 
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二 

東
京
都
町
田
市
か
ら
神
奈
川
県
相
模
原
市
に
編
入
す
る
区
域 

 
 

町
田
市
小
山
町
字
九
号
一
一
六
八
の
四
の
一
部
、
字
二
十
二
号
二
四
五
〇
の
八
の
一
部
、
二
四
五
一
の
二
、
二
四
五
一
の
三
の
一
部
、
二
四

六
四
の
二
、
二
四
六
四
の
三
の
一
部
、
二
四
六
五
の
二
の
一
部
、
二
四
九
三
の
五
の
一
部
、
二
四
九
四
の
六
の
一
部
、
二
四
九
九
の
七
の
一
部
、

字
二
十
三
号
二
六
一
〇
の
二
の
一
部
、
二
六
二
一
の
四
、
二
六
二
一
の
五
の
一
部
、
二
六
三
二
の
一
の
一
部
、
二
六
三
二
の
四
の
一
部
、
二
六

三
二
の
九
の
一
部
、
字
二
十
九
号
三
一
五
五
の
二
の
一
部
、
字
三
十
三
号
三
五
一
六
の
二
、
三
五
一
六
の
四
、
三
五
五
一
の
二
の
一
部
、
字
三

十
八
号
四
二
六
〇
の
二
の
一
部
、
四
二
六
一
の
二
の
一
部
、
四
二
六
二
の
一
の
一
部
、
四
二
六
三
の
四
の
一
部
、
四
二
六
四
の
二
の
一
部
、
四

二
六
五
の
二
の
一
部
、
四
三
一
一
の
二
の
一
部
、
四
三
一
二
の
二
の
一
部
、
四
三
一
三
の
二
の
一
部
、
四
三
一
四
の
一
部
、
四
三
三
一
の
二
の

一
部
、
四
三
三
三
の
一
部
、
四
三
三
四
の
二
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部
並
び
に
小
山

町
字
九
号
一
一
六
四
の
二
、
一
一
六
八
の
六
、
字
二
十
二
号
二
四
九
二
の
三
、
二
四
九
二
の
六
、
二
四
九
三
の
四
、
二
四
九
四
の
七
、
二
四
九

七
の
三
、
二
四
九
八
の
七
、
字
二
十
三
号
二
六
三
五
の
五
、
字
二
十
九
号
三
一
五
一
の
二
、
三
一
五
一
の
四
、
字
三
十
三
号
三
五
一
七
の
二
、

三
五
二
三
の
二
、
三
五
五
一
の
三
、
三
五
五
一
の
四
、
字
三
十
四
号
三
六
四
一
の
四
、
三
六
五
五
の
四
、
三
六
六
九
の
四
、
三
六
六
九
の
二
二
、

字
三
十
八
号
四
二
七
二
の
一
、
四
二
七
二
の
三
、
四
二
八
六
の
二
、
四
二
八
八
の
二
、
四
二
九
〇
の
二
、
四
二
九
一
の
四
、
四
三
一
〇
の
二
、

四
三
一
二
の
三
、
四
三
一
六
の
一
、
四
三
一
六
の
四
、
四
三
二
九
の
二
、
四
三
三
一
の
三
、
四
三
三
一
の
五
、
四
三
三
二
の
二
の
地
先
の
道
路
、

水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部 
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凡　例
変更区域

公

GS

P

P

P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

横浜市

川崎市

町田市

稲城市八王子市

相模原市

多
摩
市

大和市

案内図

境界変更案内図(その１・その２・その３・その４)

坂本橋

大
正
橋

平成橋 小山橋

昭和橋

京
王
相
模
原
線

多
摩
境
駅

都道八王子町田

都
道
小
山
乞
田

境
　
川

小山中央小学校

小山ヶ丘(３)

小山ヶ丘(５)

町田市

小山町

相模原市
中央区

宮下本町(１)

宮下本町(２)

宮下本町(３)

すすきの町

宮下(２)

宮下(３)

境界変更図
(その４)

境界変更図
(その３)

境界変更図
(その２)

境界変更図
(その１)

小山ヶ丘(４)

小　山
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・

例凡

市 境 界新

市 境 界旧

境 界市

A

A'

町　田　市

相 模 原 市
中 央 区

小山橋 境　川

宮下本町一丁目

宮下本町二丁目

小山町字九号

小山町字二十二号

平成橋

町 界 ・ 字 界

町田市・相模原市境界変更図（その１）

P

P

P

P

P

P

平成橋 小山橋

昭和橋

都道八王子町田

町田市

相模原市
中央区

宮下本町(２)

小山町

境
川

境界変更図
(その１)
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A

A'

B

B'

境　川

昭和橋

大正橋
町　田　市

相 模 原 市
中 央 区

小山町字二十二号

宮下本町二丁目

宮下本町
三丁目

例凡

市 境 界新

市 境 界旧

境 界市

町 界 ・ 字 界

町田市・相模原市境界変更図（その２）

公

P

P

P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

大正橋

平成橋

昭和橋

都道八王子町田

宮下本町(２)

町田市

相模原市
中央区

小山町

境川

境界変更図
(その２)

- 6 -



B

B'

C'

C

境　川

小山町字二十二号

小山町字二十九号

宮下本町二丁目

宮下本町三丁目

町　田　市

相 模 原 市
中 央 区

大正橋

坂本橋

小山町字二十三号

例凡

市 境 界新

市 境 界旧

境 界市

町 界 ・ 字 界

町田市・相模原市境界変更図（その３）

P

P

P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

坂本橋

大
正
橋

昭和橋

都道八王子町田

境
川

宮下本町(３)

町田市

小山町

相模原市
中央区

境界変更図
(その３)
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C'

C

D

D'

坂本橋

小山町字二十三号

宮下本町三丁目

町　田　市

相 模 原 市
中 央 区

相 模 原 市
緑 区

例凡

市 境 界新

市 境 界旧

境 界市

町 界 ・ 字 界

C'

C

D

D'

境　川

坂本橋

小山町字二十二号

小山町字三十八号

宮下本町三丁目

町　田　市

相 模 原 市
中 央 区

相 模 原 市
緑 区

例凡

市 境 界新

市 境 界旧

境 界市

町田市・相模原市境界変更図（その４）

東橋本四丁目

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

小山町字二十九号

坂本橋

境
川

都道八王子町田 町田市

相模原市
中央区

相模原市
緑区

小山町

京
王
相
模
原
線

境界変更図
(その４)
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凡　例
変更区域

公

GS

GS

GS

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P

P

P

P

PP

P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

PP

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

横浜市

川崎市

町田市

稲城市八王子市

相模原市

多
摩
市

大和市

案内図

小山橋

高砂橋

蓬莱橋
坂本橋

都
道
小
山
乞
田

小山ヶ丘小学校

境
　
川

宮上小学校

小山ヶ丘(５)
町田市

小山町

相模原市
緑区

相模原市
中央区

宮下本町(３)

東橋本(４)

宮下(２)

宮下(３)

東橋本(２)

東橋本(３)

橋本(４)

橋本(３)

東橋本(１)

京王
相模
原線

境界変更図
(その７)

境界変更図
(その６)

境界変更図
(その５)

都道八王子町田

境界変更案内図(その５・その６・その７)
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町　田　市

D

D'

E'

E

蓬莱橋

境　川

相 模 原 市
緑 区 

例凡

市 境 界新

市 境 界旧

境 界市

町 界 ・ 字 界

町田市・相模原市境界変更図（その５）

GS

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

小山町字三十八号

東橋本四丁目

宮下本町三丁目

蓬莱橋

境
川 小山町

東橋本(４)

町田市

相模原市
緑区

都道八王子町田

京王
相模
原線

境界変更図
(その５)
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町　田　市

相 模 原 市
緑 区 

E'

E

F

F'

高砂橋

境　川

例凡

市 境 界新

市 境 界旧

境 界市

町 界 ・ 字 界

町田市・相模原市境界変更図（その６）

GS

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
PP

小山町字三十八号

小山町字三十三号

東橋本四丁目

東橋本三丁目

小山橋

高砂橋

蓬莱橋

境
川

町田市

小山町

東橋本(４)東橋本(３)

都道八王子町田

相模原市
緑区

境界変更図
(その６)

小
山
町
字
三
十
四
号
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・

町　田　市

F

F'

例凡

市 境 界新

市 境 界旧

境 界市

町 界 ・ 字 界

町田市・相模原市境界変更図（その７）

高砂橋

GS

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

境　川

小山町字三十三号

東橋本三丁目

小山橋

小山橋

高砂橋

境
川

宮上小学校
小山町

東橋本(３)

橋本(４)

町田市
都道八王子町田

相模原市
緑区

境界変更図
(その７)

小山町字三十四号
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